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南 相 馬 市 教 育 委 員 会 告 示 第  号  

 

南 相 馬 市 小 高 区 学 校 統 合 準 備 協 議 会 設 置 要 綱  

 

（ 設 置 ）  

第 １ 条  南 相 馬 市 立 小 高 小 学 校 、 福 浦 小 学 校 、 金 房 小 学 校 及

び 鳩 原 小 学 校 の 統 合 と 、 新 た な 学 校 づ く り に 向 け た 準 備 を

円 滑 に 推 進 す る た め 、 南 相 馬 市 公 立 学 校 適 正 化 計 画 に 基 づ

き 、 南 相 馬 市 小 高 区 学 校 統 合 準 備 協 議 会 （ 以 下 「 協 議 会 」

と い う 。 ） を 設 置 す る 。  

（ 所 掌 事 項 ）  

第 ２ 条  協 議 会 は 、 統 合 後 の 学 校 に 関 す る 次 の 事 項 を 所 掌 す

る 。  

⑴  校 名 ・ 校 章 ・ 校 歌 に 関 す る こ と 。  

⑵  特 色 あ る 学 校 づ く り に 関 す る こ と 。  

⑶  小 中 一 貫 教 育 に 関 す る こ と 。  

⑷  教 育 課 程 の 編 成 に 関 す る こ と 。  

⑸  学 校 と 地 域 の 連 携 に 関 す る こ と 。  

⑹  通 学 手 段 や 安 全 確 保 に 関 す る こ と 。  

⑺  Ｐ Ｔ Ａ 組 織 に 関 す る こ と 。  

⑻  統 合 準 備 の 総 務 に 関 す る こ と 。  

⑼  そ の 他 南 相 馬 市 教 育 委 員 会 が 必 要 と 認 め る こ と 。  

（ 組 織 ）  

第 ３ 条  協 議 会 は 、 委 員 １ ５ 人 以 内 で 組 織 す る 。  

２  委 員 は 、 次 に 掲 げ る 者 の う ち か ら 教 育 長 が 委 嘱 す る 。  

⑴  地 域 の 代 表 者  

⑵  小 高 区 内 の 小 学 校 Ｐ Ｔ Ａ 役 員  

⑶  小 高 中 学 校 Ｐ Ｔ Ａ 役 員  

⑷  小 高 幼 稚 園 に 通 園 し て い る 園 児 の 保 護 者 の 代 表 者  



 

⑸  小 高 区 内 の 小 学 校 に 係 る 学 校 評 議 員  

⑹  小 高 中 学 校 に 係 る 学 校 評 議 員  

⑺  小 高 区 内 の 小 学 校 長  

⑻  小 高 中 学 校 長  

（ 委 員 の 任 期 ）  

第 ４ 条  委 員 の 任 期 は 、 委 嘱 の 日 か ら 統 合 後 の 学 校 の 運 営 が

開 始 さ れ る ま で の 期 間 と す る 。た だ し 、委 員 が 欠 け た 場 合 に

お け る 補 欠 の 委 員 の 任 期 は 、 前 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。  

 

（ 会 長 及 び 副 会 長 ）  

第 ５ 条  協 議 会 に 会 長 及 び 副 会 長 を 置 き 、 委 員 の 互 選 に よ り

定 め る 。  

２  会 長 は 、 会 務 を 総 理 し 、 協 議 会 を 代 表 す る 。  

３  副 会 長 は 、 会 長 を 補 佐 し 、 会 長 に 事 故 が あ る と き 、 又 は

欠 け た と き は 、 そ の 職 務 を 代 理 す る 。  

（ 会 議 ）  

第 ６ 条  会 議 は 、 会 長 が 招 集 し 、 会 長 が そ の 議 長 と な る 。 た

だ し 、 最 初 に 開 催 さ れ る 会 議 は 、 教 育 長 が 招 集 し 、 会 長 が

選 任 さ れ る ま で の 間 、 会 議 の 議 長 と な る 。  

２  協 議 会 は 、 委 員 の 過 半 数 が 出 席 し な け れ ば 会 議 を 開 く こ

と が で き な い 。  

３  会 議 の 議 事 は 、 出 席 委 員 の 過 半 数 で こ れ を 決 し 、 可 否 同

数 の と き は 、 会 長 の 決 す る と こ ろ に よ る 。  

４  会 長 は 、 必 要 と 認 め る と き は 、 委 員 以 外 の 者 を 会 議 に 出

席 さ せ 、 意 見 又 は 説 明 を 求 め る こ と が で き る 。  

（ 専 門 部 会 ）  

第 ７ 条  協 議 会 は 、第 ２ 条 に 規 定 す る 所 掌 事 項 の 推 進 の た め 、

専 門 部 会 を 置 く こ と が 出 来 る 。  

２  専 門 部 会 は 、 協 議 会 の 指 示 に よ り 、 所 掌 事 項 に 係 る 学 校



 

運 営 及 び 教 育 行 政 の 実 務 に 関 連 す る 資 料 収 集 、 専 門 的 な 調

査 検 討 及 び 連 絡 調 整 を 行 い 、 そ の 経 過 及 び 結 果 を 所 掌 事 項

の 素 案 と し て 協 議 会 へ 報 告 す る も の と す る 。  

３  専 門 部 会 は 、 協 議 会 の 委 員 及 び 教 育 長 が 委 嘱 す る 学 校 教

職 員 又 は そ の い ず れ か で 構 成 す る 。  

４  専 門 部 会 に 部 会 長 及 び 副 部 会 長 を 置 き 、 部 会 員 の 互 選 に

よ り 定 め る 。  

５  専 門 部 会 の 会 議 は 、 部 会 長 が 招 集 し 、 部 会 長 が そ の 議 長

と な る 。  

６  部 会 長 は 、 専 門 部 会 の 業 務 を 総 理 す る 。  

７  副 部 会 長 は 、 部 会 長 に 事 故 が あ る と き 、 又 は 欠 け た と き

は 、 そ の 職 務 を 代 理 す る 。  

（ 庶 務 ）  

第 ８ 条  協 議 会 の 庶 務 は 、 教 育 委 員 会 事 務 局 学 校 教 育 課 で 処

理 す る 。  

（ そ の 他 ）  

第 ９ 条  こ の 告 示 に 定 め る も の の ほ か 、 協 議 会 の 運 営 に 関 し

必 要 な 事 項 は 、 会 長 が 協 議 会 に 諮 っ て 別 に 定 め る 。  

附  則  

こ の 告 示 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  


